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８月 31日以降の教育活動について（お知らせ） 

 

日頃から本校の教育活動に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございます。 

県立高校では、７月９日付教育長通知「県立高校等の今後の教育活動について（通知）」

及び７月 29 日付教育長通知「県立高校等の 8 月 1 日以降の授業等の教育活動について

（通知）」により、８月 30 日まで生徒の通学時の感染リスクを低減するため、朝の混

雑する時間帯を避け、始業時刻を概ね 30 分程度繰り下げる「時差通学」と組み合わせ

て「通常登校」実施しているところです。 

８月 26日付教育長通知「県立高等学校等の８月 31 日以降の授業等の教育活動につ

いて（通知）」により、「時差通学」を継続する中で地域の公共交通機関の状況を勘案

の上、生徒の登校時にできるだけ朝の混雑時間帯を避けることができ、また、通常の学

校における教育活動が展開できる範囲で、概ね８時 30 分以降に授業開始時刻を設定す

る旨を受け、本校周辺の公共交通機関の混雑状況を考慮し次のとおり対応することとい

たしましたのでお知らせいたします。 

なお、８月 31日（月）から 9月４日（金）の期間は現行の９時５分登校（55分授業）

を継続することとし、本対応は９月７日（月）からの開始といたします。 

引き続き、生徒の安全、安心の確保と学びの保障の両立を第一に考え対応してまいり

ますが、ご家庭におかれましても日々の感染予防対策として健康観察、マスク着用、手

洗いうがいの習慣づけへの御協力をどうぞよろしくお願いいたします。  

 

○９月７日以降の時程 

 ６０分授業(通常より 10分遅れの時程となります) 

ＳＨＲ ８：４５ －   ９：００ 

１校時 ９：００ － １０：００ 

２校時 １０：１０ － １１：１０ 

３校時 １１：２０ － １２：２０ 

昼休み １２：２０ － １３：０５ 

４校時 １３：０５ － １４：０５ 

５校時 １４：１５ － １５：１５ 

６校時 １５：２５ － １６：２５（火水金ＳＨＲ：１５：２５－１５：３５）  

ＳＨＲ １６：２５ － １６：３５ 

 

○その他 

 ・継続期間について…概ね年内（その後継続の判断は県教育委員会の指示） 

 ・部活動について …通常通り実施可能ですが、時差登校の趣旨に沿った活動となり 

ます。(各部顧問の指示に従ってください) 

  

 問合せ先 

 副校長 山田 尚子 

 電話 (045)902-2692 


